
域連合に
延滞
（交
第４条

金を
付の
広

対し、その延滞日数に応
徴収するものとする。
申請）
域連合は、北海道後期高

じ、

齢者

未納額につき年 パーセン

医療財政安定化基金（以下「基

トの割合で計算した

金」という。）から
法第
受け
付金

よ
交
交
基

う
付
付
金
基金
基
そ
金
の

条第１項第１号に掲げる事
とするときは、知事が定
申請書に次に掲げる書類
金交付額計算書（別記第
事業対 比率計算書（別
事業対 費用額計算書（
事業対 収入額計算書（
他知事が必要と認める書

業
める
を添
３号
記第

に

別記
別記
類

係る交付金（以下「交付
期日までに別記第２号様式
えて知事に提出しなければ
様式）
４号様式）
第５号様式）
第６号様式）

金」
の財
なら

という。）の交付を
政安定化基金事業交
ない。

北海
平
道
成
後期高
年３

齢者医療財政安定化
月 日

基金条例施行規則をここに公布

北海道

する

知事

。

高 橋 はるみ

（交
第５条

かを
（貸
第６条

付

決
付

の
知
定
け
広

同じ
「貸
第７

。）
付
号
金
様

決定）
事は、前条の申請書を受
し、その旨を広域連合に
の申請）
域連合は、特定期間（法

理し
通知

第
の初年度において、基金
」という。）の貸付けを
式の財政安定化基金事業

から
受け
貸付

たときは、その内容を審査
するものとする。

条第２項第１号に規定す
同条第１項第２号に掲げる
ようとするときは、知事が
金借入申請書に別記第８号

の上

る特
事業
定め
様式

、交付を行うかどう

定期間をいう。以下
に係る貸付金（以下
る期日までに、別記
の貸付金所要額計算

北海道

（
第１条

号）
（拠

第２条

日ま

規則第

北
旨

の
出

で

海道後
）
この規
施行に
金の額
北海道
に、次

号

期高齢者医療財政安

則は、北海道後期高
関し必要な事項を定
の算定書類の提出）
後期高齢者医療広域
に掲げる書類を知事

定化

齢者
める

連合
に提

基金

医療
もの

（以
出し

条例施行規則

財政安定化基金条例（
とする。

下「広域連合」という
なければならない。

平成

。）

年

は、

北海道条例第５

知事が定める期

書１及
基
基
基
貸

び
金
金
金
付

２ 広
とき

そ
域
の
連
は、

次に掲げる書類を添えて
事業対 比率計算書（別
事業対 費用額計算書（
事業対 収入額計算書（
金償還計画書（別記第９

知事
記第
別記
別記
号様

他知事が必要と認める書
合は、特定期間の終了年
知事が定める期日までに

類
度に
、別

に提出しなければならない
４号様式）
第５号様式）
第６号様式）
式）

。

おいて、基金から貸付金の
記第７号様式の財政安定化

貸付
基金
けを受けようとする
事業貸付金借入申請

（拠
第３条

（昭
拠出

２ 知

療養給付
そ
出

和
金
事

の他知
金の納
広域連
年法

をいう
は、広

費等見込額計算書（
事が必要と認める書
付）
合は、各年度の財政
律第 号。以下「法
。以下同じ。）を知
域連合が前項の期日

別記第１
類

安定
」と
事が
まで

化基
いう
定め
に財

号様式）

金拠出金（高齢者の
。）第 条第３項に
る期日までに納めなけ
政安定化基金拠出金を

医療
規定
れば
納め

の確
する
なら
なか

保に関する法律
財政安定化基金
ない。
ったときは、広

書に
出し
（貸
第７条

うか
（借

別
な
付

を
用

記
け
け
知
決
証

第８条 広

第 号様式の貸付金所要
ればならない。
の決定）
事は、前条の申請書を受
定し、その旨を広域連合
書の提出）

額計

理し
に通

域連合は、貸付金の貸付けを

算書２及び前項各号に掲げ

たときは、その内容を審査
知するものとする。

る書

の上

受けたときは、直ちに別記第

類を添えて知事に提

、貸付けを行うかど

号様式の借用証書を
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知事に
（償還

第９条

還しな
２ 広域

提
方
広
け
連

出し
法）
域連
れば
合は

なければならない。

合は、貸付けを受けた特
ならない。
、各年度の償還金を知事

定期

が定

間の次の特定期間の各年度

める期日（以下「償還期日

にお

」と

いて償還金を償

いう。）までに

き。
その

２ 知事は
の返還を
前項

他
、
求
第

知事が必要と認めるとき。
広域連合が次の各号のいず
め、又は貸付金の全部若し
１号から第３号までのいず

れか
くは
れか

に該当するときは、交付金
一部を繰り上げて償還させ
に該当することが判明した

の全
るこ
とき

部若しくは一部
とができる。
。

納めなけ
３ 知事
対し、

は
そ

徴収す
（償還

第 条

であっ
ときは

る
期
知
て
、

れば
、広
の延
もの
限の
事は
やむ
貸付

ならない。
域連合が貸付金の償還期
滞日数に応じ、未納額に
とする。
延長等）
、広域連合が貸付金の償
を得ないと認められると
金の償還期限（前期高齢

日ま
つき

還に
き、
者交

でに償還金を納めなかった
年 パーセントの割合

より保険料が著しく高くな
又は災害その他特別の事情
付金及び後期高齢者医療の

とき
で計

ると
があ
国庫

は、広域連合に
算した延滞金を

見込まれる場合
ると認められる
負担金の算定等

交付
その

（報告及
第 条 知
か、交付
地に調査
附

この規則

金
他
び
事

又は貸付金を他の目的に使
知事が必要と認めるとき。
調査）
は、必要があると認めると
金
で
則

は

又は貸付金に関する事項に
きるものとする。

、平成 年４月１日から施

用し

きは

たとき。

、広域連合に対し、この規
つい

行す

て報告を求め、又は関係書

る。

則に定めるもののほ
類その他について実

に関する政令
する償
も同様

還
と

２ 広域
るとき
償還期
ばなら

３ 知事
かどう

連
は
限
な
は
か

期限
する
合は
、当
等延
い。
、前
及び

（平成 年政令第 号。以下
をいう。以下同じ。）を
。
、前項の規定に基づき、
該償還期限等の 日前ま
長申請書に別記第 号様

項の申請を受理したとき
その期間を決定し、広域

延長

償還
でに
式の

は、
連合

「算定政令」という。）第
することができる。各年度

期限の延長又は各年度の償
、別記第 号様式の財政安
貸付金償還計画書を添えて

その内容を審査の上、償還
に通知するものとする。

の償

還期
定化
知事

期限

条第４項に規定
還期日について

日の延期を求め
基金事業貸付金
に提出しなけれ

の延長等を行う

別記第１号

別記第２号

様式（第２条関係）
療養給付

年度

円

様式（第４条関係）
財政安定化基

費等見込額計算書

年度 合 計

事

円

業交付金交付申請書金

額（ ＋ ）

円

（繰上
第 条

償
広
還）
域連

じめ、別
とする。
（交付金

記

及

第

び
第 条 知
の額を減

予定

事は
額
保
し
険

合は、貸付金の全部又は一部
号様式の財政安定化基

貸付金の額の減額等）
、広域連合が次の各号の
、又は交付若しくは貸付
料収納率（高齢者の医療

金事

いず
けを
の確

を繰り上げて償還しようとする
業貸付金繰上償還通知書を

れかに該当するときは、交
行わないこととすることが
保に関する法律施行令

知事

付金
でき
（平成

ときは、あらか
に提出するもの

若しくは貸付金
る。
年政令第

北海道

北海道
交付金の

事 様

期高齢者医療財政安定化基
付を受けたいので関係書類

知

後
交

条
添

北海道後期高齢者医
広域連合長

例施行規則第４条の規定に
えて申請します。
記

金
を

号 番 号
月 日

広

り

域連合
印

、次のとおり

記
年

療

よ

号）第
より交
保険
小に見
偽り

付
料
込
そ

条
金
収
ん
の

第３項第１号の予定保険
又は貸付金の額が不当に
納必要額（算定政令第
だことにより貸付金の額
他不正の手段により、交

料収
過大
条第
が不
付金

納率をいう。）を不当に過
になると認められるとき。
８項の保険料収納必要額を
当に過大になると認められ
の交付又は貸付金の貸付け

大に

いう
ると
を受

見込んだことに

。）を不当に過
き。
けようとしたと

１ 交付
２ 交
３ 口座

振

請金額
条 件 北海道後期高齢
替払の振込先銀行等の名称

込 先 銀 行 等 の 名 称

申
付
振

医
び

円
療財政安定化基金条例施行
口座番号

座 番 号

者
及

口

則のとおり規
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普通

当座

２
の

別記第４号

省令
額の
とは高
算定等

齢者の医療の確保
に関する省令（平

様式（第４条、第６条関係）

に関
成
する法
年厚生

律による保険者の前
労働省令第 号）

期高
をい

齢者交
う。

付金等

町村予定
納

市
収

別記第３号様式

交付金交

保険料収納下限額未
算 定 政 令 第 条

保険料 省令第 条
額 及び第２号

円

満市町村
第

第
の

２

１号
額

円

（第４条関係）
付額計算書

以外の市町村ごとに算
項 第 １ 号 の 額 の

基金事業対 比率

定した
合 計

算
（

額

：
定 額

× ）

円

保
金
険料
事業

基

収納必要額のうち基 保対 費用額となる額

金事

険

円

業対 比率計算書

料収納必要額 基

円

金

（

事業対 比率

）

町村予定市

保 険 料 収 納 下 限
算 定 政 令 第 条

保険料収納額 市町

円

額
第
未 満
２

村保険料

市 町 村 ご と に 算
項 第 ２ 号 の 額 の

収納下限額 算 定

円

定 し
合 計

た
額

額 （ ： ）

円

別記第５

療

財

養の

政安

号様式（第４条、第６条関
基金

区 分

係）
事

給付等に要した費用の額

定化基金拠出金

業対 費用額計算書

初 年 度

円

円

終 了 年 度

円

円

省令第 条

基 金 事 業 対
（算 定 政 令 第

費

第１号の額 省令第

用
条

条第

円

額 の 不 足 （見
第 ２ 項 第 ３ 号 の 額

込）
）

２号の額 算 定 額

額

（

円

： ）

円

納

基
の

付に

金事
合計

法第
要した費用の額

業借入金の償還に要した費
額

用

合 計

の

条第２項の規定による拠出金

額 円

円

の 円

円

円

円

と の

備考１
す
算定
る政

（ と

円

の合 計 額 交
うち、
付 対

政令とは前期高齢者
令（平成 年政令第

交付
号
金及
）を

いずれか少ない額）

円

額 交
（ ×

び後期高齢者医療の国
いう。

庫負担金

）

円

付 額

の算定等に関
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別記第６号様式（第４条、第６条関係）
基金事業対 収入

収入額のうち療養の給付
条第２項の規定によ

の償還に要した費用の額

等に
る拠
に充

額計算書 （ 年度）

要した費用の額、財政安
出金の納付に要した費用の
てるものの額

定化
額並
基金拠出金及び法第
びに基金事業借入金 計

収

実績保

入

険料

法第
よる負

法第

条、
担金

条の

額 の 区 分

収納額

第 条及び第 条の規定に
の額の合計額

規定による調整交付金の額

算定できるもの
収

円

円

円

算 定 で き な

入 額 基金事業対 比率

い も の

算 定 額
（ ： × ）

（ ＋ ）

円

円

円
の合計

法第
る繰入

法第
付金の

法第

額

条第
金の

条
額の

条

の

第
の額の

法第

合計

条及

１項及び第２項の規定によ
額の合計額

規定による後期高齢者交
合計額

１項の規定による交付金
額

び第 条の規定による補

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円
助金の

その他
ための

備考 法

額の

後期
収入

合

第

合計額

高齢者医療に要する費用の
の額

計

条第１項及び第２項の規定に

円

円

よる繰入金の額の合計額は、法

円

円

附則第 条第２項の規定による

別記第７号

円

円

繰入金の額を含む。

様式（第６条関係）

円

円

道北海 知

財政安定化基

事 様
医

金事業貸付金借入申請書

北海道後期高齢者

記
年

療広

号 番 号
月 日

域連合
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北海道
より、次

後期
のと
高齢者医療財政安定化基
おり貸付金を借り入れた

金条
いの

広域連合長
例施行規則第６条第１項（
で関係書類を添えて申請し
記

第２
ます

印
項）の規定に
。

基 金 事 業 対

年 度

円

貸

年

付 金 償 還 額

度 小 計

円

※

（ ： ＋ ）

円

１ 借入
２ 借
３ 口座

申
入
振

請

替

振 込

金額
条 件 北海道後期高齢
払の振込先銀行等の名称

者医
及び

先 銀 行 等 の 名 称

普

当

口

通

座

円
療財政安定化基金条例施行
口座番号

規則

座 番 号

のとおり

基 金 事 業 対

年 度

円

貸

年

付 金 償 還 額

度 小 計

円

※

（ ： ＋ ）

円

別記第８号

初年度

様

基金

式（第６条関係）
貸付金所要額

事業対 費用額 初年度基

計算

金事

円

書１（ 年度）

業対 収入額 貸 付 対
（

円

：
額
）

円 ※欄は、

別記第 号

第 条の規定により償還する

様式（第６条関係）
貸付金所要額

合 計

場合に使用すること。

計算書２（ 年度）

＋ ）（ ＋

円

付
（

貸

別記第９号様式

限 度 額 貸
× ） （貸付

円

付
限度

（第６条、第 条関
貸
係）
付 金 償

希 望 額
額の範囲内）

円

還 計 画 書

省令第
準用さ
１号の

条の規定により 省令第
れ
額
る省令第 条第 準用さ

２号の

円

条の規定により 基金事業
れる
額
省令第 条第 足額

（

円

対 費用額の不

： ）

円

基 金 事 業

年 度

円

対

年

貸

年

度借入申請額

付 金 償 還

度 小

円

額

計 （ ：

円

＋ ）

円

初年度の貸付金の額 終了年

円

度の 省令第交付金の額 算定され

円

条の規定により
る額

円
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貸

（ ：

付 対 額 貸

（ ＋ ＋ ））

付

（ ×

円

限 度 額 貸 付

） （貸付限

希

度額

円

望 額

の範囲内）

円

備考 ※

別記第 号

には記入しないこと。

様式（第 条関係）
財政安定化基金事業貸付金償還期限等延長申請書

備考 省
額の

別記第 号

令
算

様

と
定

式

は高齢者の医療の確保に
等に関する省令（平成

（第８条関係）

関す
年厚

借 用

る法律による保険者の前期
生労働省令第 号）をいう

高齢
。

証 書
※第

者交付金等の

号

北海道

年
療財政安
定化基金

知事 様

月 日付け 第
定化基金事業貸付金の償還期
条例施行規則第 条の規定に

号で貸付

北海道後期高齢
広域連合長

けの決定を受けた
日を延長したいので、北海道後
より申請します。

記
年

者医療

北海道

号 番
月

広域連

後期高

号
日

合
印
齢者医

期高齢者医療財政安

金

上記

額

の金

１ 借
２ 据

入

額を次の条件で借用しまし

円

た。

対 事 業 名
置 期 限 年 月 日

１ 金
２ 償還
３ 償還
４ 理

別記第 号

期
期

額
日
限
由
延期期日

様式（第 条関係）
財政安定化基金

年
年

記

月
月

円
日
日

事業貸付金繰上償還通知書
記 号 番 号

３ 償
４ 延

５ そ

滞金

年

還 期 限 年
支払いの方法 毎期日の元

延滞元金の額
の割合で計算

の 他 この貸付金
医療財政安定

月
金の
に
した
の運
化基

つ

月 日

日
全部又は一部の支払いを延
き、延滞日数に応じ、年
額を延滞金として支払いま
用、償還等に関しては、北
金条例施行規則の関係規定

滞

す
海
に

した場合は、
パーセント
。
道後期高齢者
従います。

北海道

年
療財
財政
政
安
安
定

知事 様

月 日付け 第
定化基金事業貸付金を、
化基金条例施行規則第

次の
条の

北海道後期
広域連合長

号で貸付けの決定を受

高齢

けた
とおり繰上償還したいので
規定により通知します。

、北

記

年 月 日

者医療広域連合
印

北海道後期高齢者医
海道後期高齢者医療

北海道知事 様

北海道後期高齢者医
広域連合長

療広域連合
印

年

借 入

借

借

用

区度 分

年 月

証

入

書 番

日

号

額

度年

年

第

日

号

円

月
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繰 上

繰 上

繰 上

償

償

償

還

還 期

還 理

額

日

由

年

円

月 日

戸籍
修学
けの申
研修

抄本又はこれに代わる書面
資
請
資

金（条例第６条第１項第１
者にあっては、在学する大
金（条例第２条第３号に規

号に
学の
定す

規定する修学資金をいう。
在学証明書
る研修資金をいう。以下同

以下

じ。

同じ。）の貸付

）の貸付けの申
請者に
ている
その

（借用証
第４条 条
の北海道
２ 前項に
ならない

あっ
病
他
書

院
知
の

ては、臨床
の勤務証明
事が必要と
提出）

例第４条第２項

研修等（同号
書
認める書類

の規定による
医
規
。

師
定
養成確保修
する借用証

学資金等借用
書の作成に要

に

貸

規定する臨床

付けの決定の

研修等をいう。

通知を受けた者
証
す
書
る
を知事に提
費用は、当

出しなければな
該通知を受けた

以下同じ。）を

は、別記第３号

受け

様式
らな
者が
い。
負担しなければ

北海道医
平成

北海道規則

師
年
養
３

第

成確保修学資金等貸付条
月 日

号

例施行規則をここに公布する。

北海道知事 高 橋 はるみ

（修学資
第５条 修
項及び第
２ 大学修
の入学料
ものとす
３ 大学修
毎年４月

金等
学
３
学

資
項
資

の交付）
金等（条例
に規定する
金（条例第

に相当する額に

第３条第１項
ものを除き、
２条第１号に
限る。）は、

る
学
。
資
日
金（大学の
までに当該

授業料に相当
年の前期分の

に
毎
規

規
月
定

定する修学
日までに

する大学修
大学に入学した

資金等をいう。
当月分を交付す
学資金をいう。
年の４月 日ま

す
授
る
業
額に限る。
料に相当す

）は、知事が別
る額を、毎年

以下
るも
以下

同じ。）は
のとする。
同じ。）（

でに全額を交付

、次

大学
する

に定
月
める場合を
日までに当

除き、
該年

北海
（ 旨）
第１条 こ
以下「条

道

の
例

医

規
」

（指定公
第２条 指
じ。）は
圏（医療

的
定
、

医
公
原
法

師養成確保修学資金等貸

則は、北海道医師養成確
という。）の施行に関し

付条

保修
必要

療機関）
的医療機関（条例第２条
則として、人口 万人に
（昭和 年法律第 号）第

第１
対す
条

例施行規則

学資金等貸付条例（平成
な事項を定めるものとする

年北
。

号に規定する指定公的医療
る医師の数が全道の平 値
の４第２項第 号に規定

機関
を上
する

海道条例第６号。

をいう。以下同
回る第２次医療
区域をいう。以

の後期分
（連帯保
第６条 条
保証人変
（貸付期
第７条 条
様式の北
えて、知

の授
証
例
更
間

人
第
届
の

業料に相当
の変更の届
５条第３項
出書により
延長）

する額を交付
出）
の規定による
行わなければ

例第６条第４項
海
事
道
に
医師養成確
申請しなけ

の規定による
保修学資金等
ればならない

す

連
な

る

帯
ら

ものとする

保証人の変
ない。

。

更の届出は、別

貸
貸
。

付期間の延長
付期間延長申

を求めようとす
請書にその理由

記第４号様式の連帯

る者は、別記第
を証明する書類

５号
を添

下同じ。
同法第
（貸付け

）
条
の

以
の
申

第３条 条例第
資金等貸

２ 前項に
誓約

付
規
書

申
定

外の第２次医療圏に所在
第１項の協議を経て知
請）

する
事が

４条第１項の規定による申請
請書を知事に提出してし
する申請書には、次に掲
（別記第２号様式）

なけ
げる

同法第 条に規定する公的
指定するものとする。

医療

は、別記第１号様式の北海道医
ればならない。
書類を添付しなければならない

機関のうちから

師養成確保修学

。

２ 知事は
の旨を当
（返還の
第８条 知
金等の貸
証人又は
（勤務の

、前
該
債
事
付

申
務
は
け

項に規定す
請者に対し
の免除の通
、条例第７
を受けた者

遺族）にその旨

る申請書を受
通知するもの
知）
条第１項の規
（当該貸付け
を通知するも

中断の承認）

理
と

定
を

し
す

に
受

たときは、
る。

より返還の
けた者が死

のとする。

貸付期間の延長

債務の免除を行
亡した場合にあ

の可

った
って

否を決定し

ときは、修
は、その連

、そ

学資
帯保
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第９条 条
公的医療
ればなら

例
機
な

第
関
い

２ 第７条第２
（公的医療機

７条第２項の規定により
勤務中断承認申請書にそ
。

承認
の理

項の規定は、条例第７条第２
関勤務期間の計算）

を受けようとする者は、別
由を証明する書類を添えて

記第
、知

項の承認の決定の場合について

６号様式の指定
事に申請しなけ

準用する。

学

届

）
修
出
修

届
学
書
学
臨床

出書（別記第
資金の貸付け
（別記第 号
資金の貸付け

号様式）
を受けた者
様式）
を受けた者

が休

が復
研修等を中止し、若しくは休

学し、又は停学

学したとき 復

の処分を受

学届出書（

けた

別記
止したとき、又は臨床研修等に

とき 休学（停

第 号様式）

学）

復帰したとき 臨床
第 条 条
定公的医
でなくな
の医師た

例
療
第
機
っ
る
た
職

は、その
（違約金

第 条 条
項の規定

月
の
例
に

を
徴
第
よ

７条第１項に規定する公
関の医師として勤務した
日の属する月までの月数
員でなくなった月におい

的
日
医
の
を
て
算
再

１月として算入するもの
収の方法）
９条第１項の規定による
り計算した額を徴収する

と

違
方

す

約
法

療機関勤務期間を計算する
属する月から指定公的医療
入するものとする。ただし
び指定公的医療機関の医師

場
機
合
関
、
と
指
し

る。

金の徴収は、修学資金等の
によるものとする。

返還

においては、指
の医師たる職員
定公的医療機関
て勤務したとき

を受ける際、同

研修
大
等
学

とき

第

り

指

指
指
返

定
号
定
定
還

中止
修学
（休止、
資金の貸

臨床研修届出

復帰）届出
付けを受け

書（
た者

書（別記第 号
公的
様式
公的
公的
の債

医療機関
）
医療機関
医療機関
務の免除

の医師たる

の医師たる
に勤務した
を受け得る

職員

職員
期間
期間

別
が
様

記
条
第 号様式
例第２条第

式）

）
２号に規定する

と

で
が
に

な

な
、
達

ったとき

くなったと
条例第７条
したとき

指定公的医

き 退職届
第１項第１
勤務期間満

療機

出書
号又
了届

臨床研修を開始した

関勤

（別
は第
出書

務届出書

記第 号様
２号の規定
（別記第

（別記

式）
によ
号様

（違約金
第 条 条
うとする
免を受け

等
例
の
第
者は
よう

２ 第７条
（返還の

第 条 条
号様式の
る書類を

第
猶
例
北
添

２
予
第
海
え

減免）
９条第３項の規定により
、別記第７号様式の北海
とする事由を証明する書

違
道
約
医
類を

項の規定は、違約金又は
）
条の規定により返還の
道医師養成確保修学資金
て、知事に提出しなけれ

遅

債
等
ば

延

務
返
な

金又は遅延利息の全部又は
師養成確保修学資金等返還
添えて、知事に申請しなけ

一
金
部
等
れば

利息の減免の決定の場合に

の履行の猶予を受けようと
還猶予申請書に同条各号に
らない。

つ

す
掲

い

る
げ

の免除を受けよ
減免申請書に減
ならない。
て準用する。

者は、別記第８
る事由を証明す

式
２ 修

）
学資

を受けた
日ま
届け
第９
ない
（連
第 条

で
出
号
。
帯

に
な
ま

保
連

金等の貸付け
修学資金等の

を受けた者は、
返還の債務を免

、同
けれ
での

証人
帯保

月１日現
ばならな
いずれか

の届出義
証人は、

在の勤務状
い。ただし
に該当し、

務）
住所、氏名

況等
、当
同項

又は

指定公的医療機
除され、又は返

関に勤務した場
還を終了するま

を
該
の

職

別
年
規

業

記第 号様
の４月１日
定による届

の変更をし

式の勤務状
から同月
出をした年

たときは、

況等
日ま
につ

別記

合には、当該貸
での間、毎年４

付け
月

届出
でに
いて

第

書により知
前項第７号
は、この限

号様式の連

事に
から
りで

帯保
２ 第７条
（返

第 条

還の
条

とする者

第２
債務
例第
は、

各号
２ 第
（貸

第 条

に掲
７
付
条
け
修

げる
第２
を受
学資

項の規定は、返還の債務
の減免）
条の規定により修学資
別記第７号様式の北海道

の履

金等
医師

事由を証
項の規定
けた者の
金等の貸

明する書類
は、返還の
届出義務）
付けを受け

を添
債務

た者

えて
の減

は、

行の猶予の決定の場合につ

の返還の債務の全部又は一
養成確保修学資金等返還金

いて

部の
等減

、知事に提
免の決定の

貸付けを受

出しなけれ
場合につい

けた修学資

ばな
て準

金等

らな
用す

の返

準用する。

免除を受けよう
免申請書に同条
い。
る。

還の債務を免除

証人住所
（死亡届
第 条

記第
受け
その

（施

た
旨
附

行

修
号
者
を

期

等変更届出書
の提出）

により、速やか

学資
様式
の戸
知事
則

日）

金等の貸
の借受者
籍謄本若
に届け出

付けを受け
死亡届出書
しくは戸籍
なければな

た者
に当
抄本
らな

に、その旨を知事に届け出なけ

が
該
若
い

死
貸
し
。

亡したとき
付けを受け
くはこれら

は、その遺
た者の死亡
に代わる書

族又
診断
面を

ればならない。

は連
書又
添え

帯保証人は
は当該貸付
て、速やか

、別
けを
に、

され
とき
い。

る
は
ま
、

氏名

での
速や

又は
修学資金

間又は返
かに、そ

還を終了す
の旨を当該

るま
各号

住所を変更したとき 氏

での
に定

名等
の貸付けを受けた者が卒業し

間に、次の
める届出書

各号のいず
により知事

れか
に届

変更届出書（別記第９号様

に該
け出

式）
、修了し、又は退学したとき

当するに至
なければな

った
らな

卒業（修了、退

１ この規
（北海道
２ 北海道
する。

則は、平成
医学及び歯学
医学及び歯学

年４月１日から
修学資金貸付条
修学資金貸付条

施
例
例

行する。
施行規則の廃
施行規則（昭

止）
和 年北海道規則第 号）は、廃止
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別記第１号様式（第３条関係）

北海道医師養成確保修学資金等貸付申請書

職人
参

上記

考

業

事 項

の申請者に係る北海道医師養成確保修学資金等貸付条例の規定により貸し付け

北海

次の
北海道

道知

とお
医師

て申請しま

事 様

り大学修学資金（大学院修
養成確保修学資金等貸付条
す。

学資
例第

※決定番

年

申請者 氏名

金、研修資金）の貸付けを
４条第１項の規定により、

号

受
関

第 号

月 日

けたいので、
係書類を添え

られた
北海

注１
２
す

※
申
る

修学
道知

欄

資金等について一切の債
事 様

連帯保
連帯保

は記入しないこと。
請
こ
者が未成年者である場合は
と。

務

証
証

を連

人
人

帯して保証します。

氏 名
氏 名

、連帯保証人のうち１人は申請

年 月 日

者の法定代理人と

なお
等貸付
いて、

ふ
氏本

生
及

、貸
条例
所定

り

年
び

医籍登

付けを受けることとなった
施行規則の規定を遵守し、
の期間、医師として従事す

が な
名

月 日 年
年 齢

上は
北海
るこ

月

録番号及び （

、同条例及び北海道医師養
道知事が指定する道内の公
とを誓います。

大学名、大
学院名又は
研 修 先日

（満 歳）

成
的

貸 付 希 望
号）

年

確保修学資金
医療機関にお

月 日から

別記第２号

北海

様式（第３条関係）

道知

誓

事 様

法定
氏 名

代理人 住 所

申請

約 書

者（本人）住 所

年 月 日

登

本

人

録

ふ
氏連

り

現
電
住
話

帰
電
省先
話

年 月 日 年

籍

〒
（ ）

〒
（ ）

月

が な
名

所 及 び
番 号

住所及び
番 号

期 間
日登録

年 月 日まで

注 申請

私は
ること
の規定
関にお

者が未成年者の場合は、法定

、北
にな
を遵
いて

海道医師養成確保修学資金
ったときは、同条例及び北
守し、同条例に規定する必
医師として従事することを

代理人も署名し、押印すること

等貸
海道
要勤
誓約

氏 名

付条例に基づき修学資金
医師養成確保修学資金等
務期間、北海道知事が指
します。

。

等の
貸付
定す

貸付けを受け
条例施行規則
る公的医療機

生
帯
申

保 本

証

年

請者

現
電
住
話

月 日

との関係

籍

〒
（ ）

年

所 及 び
番 号

月 日

〒
（ ）

年 月 日 別記第３号様式（第４条関係）

北海道医師養成確保修学資金等借用証書
収 入

印 紙

年 月 日
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北海道知事 様
借

連帯

受 者 住 所
氏 名

保証人 住 所
氏 名

従 氏
前
生

の
借連

帯 本
保

名

月 日

との関係

年

受者

籍

年 日月

次の
なお
い、

とお
、返
誠実従

連帯

医師
。
養成

り借用します。
還については、北海道
に相違なく返還します

借受額

年 月 日から

保証人 住 所
氏 名

確保修学資金等貸付条

円

例の定めるところに

現
証 電
人
職

変 更

上記
れた修

北海

所 及 び 〒
番 号 （ ）

業

理 由

に係る北海道医師養成確
等について一切の債務を

住
話

の

借受者
学資金

道知事 様

学資金等貸付条例の規定
して保証します。

保修
連帯

貸し付けら

月 日

により

年

別記第４号様式

北海道知

年 月 日まで

（第６条関係）

連 帯 保

事 様

証 人

月分

変 更 届 出 書

借受者 住 所

別記第５号

北海

新

様式

道知

（第７条関係）

北海道医師

事 様

養成確保

保証人 氏 名連帯

修学資金等貸付期間延長申請書
年 月 日

次のとお

ふ
氏

生

借

り

年

受者

新
た
な
連
帯

り連帯保証人の変更があったの

が な
名

月 日

との関係

氏 名

で、届け出ます。

年 月 日

次の
資金等

理

注 申請

とお
の貸
り北海道医師養
付期間の延長を

由

成確保修学
受けたいの

の理由を証明する書類を添付

資金
で、

氏

等貸付条例第６
関係書類を添え

名

条第４項
て申請し

すること。

申請者 住 所

の規定
ます。

による修学

本

現
電

職

住
話

保
証
人

ふ り

籍

所 及 び 〒
番 号 （ ）

業

が な

別記第６号様式（第９条関係）

指定公的医療機関勤務中断承認申請書
年 月 日

北 海 道 公 報 号外第 号平成 年３月 日（月曜日）



北海道知事 様
申請者 住 所

氏 名

別記第８号様式（第 条関係）

北海道医師養成確保修学資金等返還猶予申請書
年 月 日

次の
公的医

１ 勤

２ 中

とお
療機

務し

断期

３ 中断し

り北海道医師養成確保修学
関の勤務の中断の承認を受

ている指定公的医療機関

間 年 月 日
年 月 日

資金
けた

から
まで

なければならない理由

等貸付条例第７条第２項の
いので、関係書類を添えて

月

規
申

北海

次の
の返還

１ 未

定による指定
請します。

道知事 様

とお
の債
り北海道医師養成確保修学
務の履行の猶予を受けたい

返還額

申請者 住 所
氏 名

資金
ので
等貸付条例第 条の規定
、関係書類を添えて申請

円

に
し
よ
ま
り修学資金等
す。

別記第７号様式

北海道知

注 中断しな

（第 条、第 条関係）

北海道医師養成確保修学

事 様

ければならない理由を証明す

資金等返還金等減免申請書
年

申請者 住 所

る書類を添付すること。

２ 猶
３ 申

注 申請

別記第９号

月 日

予期
請の
間 年 月 日
理由

の理由を証明する書類を添付

様式（第 条関係）

氏 名 等

から 年 月 日まで

すること。

変 更 届 出 書

月

年 月 日

次のと
による返

お
還

ます。

１ 借
２ 貸

受
付
者
金

り北海道医師養成確保修学資
金（違約金、遅延利息）の減

金
免

額

氏 名

等貸付条例第 条（第９条
を受けたいので、関係書類

第
を

円

３項）の規定
添えて申請し

北海

次の

道知事 様

とおり住所（氏名）を変更した

借受者 住 所
氏 名

ので届け出ます。

新住所（氏名）
旧住所（氏名）

３ 返
４ 減
５ 申

還
免
請

金
申
の

注１ 本
２ 減

人
免
の
を

（違約金、遅延利息）額
請額
理由

申請が不可能な場合の申
受けようとする事由を証

請者
明す

円
円

は、連帯保証人とする。
る書類を添付すること。

注 氏名

別記第 号

の変更の場合は、戸籍抄本又

様式（第 条関係）

卒業（修

はこれに代わる書面を添付する

了、退学）届出書

こと。

年 月 日

北 海 道 公 報 号外第 号平成 年３月 日（月曜日）



年

北海道知

月 日卒業（修了、退学）

事 様
借受者 住 所

氏 名

したので届け出ます。

北海

年 月 日臨床研修等を中

道知事 様

止（

借受者 住 所
氏 名

休止、臨床研修等に復帰）したので届け出

号様式別記第

北海道知

注 卒業の場

（第 条関係）

事 様

休学（停

合は卒業証書の写しを、修了

学）届出書

借受者 住 所

年

の場合は修了証書の写しを添付

月 日

別記第 号

すること。
１ 休
２ 休

注１
２
上
休

ます。

様式（第 条関係）

止期間
止理由

年 月 日

記１
止が
及び２は、休止の場合に
疾病によるものであると

から 年 月 日まで

記入す
きは、

ること。
医師の診断書を添付すること。

次のとお
１
２

注

別記第

休
休

休

学（
学（

学が疾

号様式

り休学した（停学の処分を受け
停学）期間
停学）理由

病によるものである

（第 条関係）

年

とき

月

は、

た）ので届け出ます。
日から 年

医師の診断書を添付するこ

月

と。

氏 名

日まで 北

次

海

の

臨 床

道知事 様

とおり臨床研修を開始したので

研 修 届 出 書

借受者 住 所
氏 名

届け出ます。

年 月 日

北海道知

年

復 学

事 様

月 日復学したので届け出

届 出 書
年

借受者 住 所
氏 名

ます。

月 日

１

２

証
上
明

臨

臨

記
し

床研修病院の名称及び所在地

床研修開始年月日

の者は、当病院において
ます。
年 月 日

年 月 日

年 月 日から臨床研

所在地

修を開始したことを

別記第 号様式（第 条関係）

臨床研修等中止（休止、復帰）届出書
年 注 医師月 日 免許証の写しを添付すること。

病院長（氏名）
名 称

印

北 海 道 公 報 号外第 号平成 年３月 日（月曜日）



別記第 号様式（第 条関係）

指定公的医療機関勤務届出書
年 月 日

北海道知事 様

氏 名
借受者 住 所

年 月 日

北海

次の

１ 指

道知

とお

定公

事 様

り指定公的医療機関に勤務

的医療機関の名称及び所在

した

地

借受者 住 所
氏 名

ので届け出ます。

次の
務の免

１ 勤

２ 勤

とお
除を

務し

り、北海道医師養
受けることができ

た指定公的医療機

務期間満了年月日

成確保修
る期間、

関の名称

学資
指定

及び

金等貸付条例第７
公的医療機関に勤

所在地

年 月 日

条の規
務した

定に
ので
より返還の債
届け出ます。

２ 勤

注 指定

別記第 号

務年

公

様

的

式

北海道知

月日 年 月

医療機関の長の勤務証明

（第 条関係）

退

事 様

日

書を

職

添付すること。

届 出 書
年 月 日

注 勤務
的医療

別記第 号

北海

し
機
た指定公的医療機関
関）の長の勤務証明

（２以
書を添

勤

様式（第 条関係）

務 状

道知事 様

上に
付す
及ぶ場合にあって
ること。

は、最後

況 等 届 出 書

借受者 住 所

に勤務した指定公

年 月 日

次の

１ 退

とお

職し

２ 退職年

り指定公的医療機関を退職

た指定公的医療機関の名称

月日 年 月

した

及び

借受者 住 所
氏 名

ので届け出ます。

所在地

日

勤務

注 勤務

別記第 号

している指定公的医療

年４月１日現在の勤務

機関の名

状況等に

している指定公的医療機関の

様式（第 条関係）

称及び所在地

つい

氏

て、次のとおり

名

届け出ま

長の勤務証明書を添付すること

す。

。

３ 退

注 退職
の長の

職理

が
そ
業
の

別記第 号様式

由

務に起因する心身の故障
事由を証明する書類及び

によ
医師

（第 条関係）

勤 務 期 間

るものであるときは、当該
の診断書を添付すること。

指定

満 了 届 出 書

公的医療機関

北海道知

連帯保

事 様

証

連

人住

帯保証人 住 所
氏 名

所等変更届出書
年 月 日
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次のとおり住所（氏名、職業）を変更し

新住
旧住

たの

所（
所（

で、届け出ます。

氏名、職業）
氏名、職業）

る
第１条
条例
項

う

の規定
第３条
。）第

中「第８条第２項第２
（平成 年北海道条例第

号」の
２号。

に
第
より読み替えて適用
１号中「昭和 年法
条の５第１項に規定

される
律第
する自

次に「並びに北海道職員
以下「自己啓発等休業条

等の自
例」と

第７
号）
己啓

条第４項」を加える
」を「昭和 年法
発等休業（第７条第

。
律第
１項各

己啓発等休業に関す
いう。）第 条第２

号。
号に
以下「法」とい
掲げる要件のい

別記第 号様式

北海道知

条関係）

借 受 者 死

様

（第

事
届出義

届 出 書
年

亡

務者 住 所
氏 名

日月

ずれにも
「又は」
第８条
第７条
を加える
（自己
第７条

第４項

該当するものを除く。）によ
を「若しくは」に改める。
第 条とす
方公務
９
「地

発 休業を等
己 発等休啓

る。
員法」を「法」

した者の特例）
業条例第 条第

知 が定め事 る要件は、次の

を
中
。
啓
自
の

り現実に職務をとることを要し

改 、同条め

項 規定にの

を第８条とし、第

より読み替えて適
号 いずれの にも該当すること

に

２
各

ない期間又は法」に、

条 次に次の

さ る条例れ

の１条

第７条
す 。る

６

用
と

次の

１ 死
２ 死

とお

亡し
亡年

３ 死亡原

注 指定公的

学資金等の借受者が死

受者の氏名
年 月

亡し

日

り修

た借
月日
因

医療機関の勤務期間中に死亡

で届け出ます。たの

した場合において、当該死亡が業務に起因す

自
じ。
献活
の能
の初
され
命権
自
免職

啓
の
の
的
の

等休業
間中の
容が、
運営に
日（自

発
期
内
な
前
場 にあっ合
の 認を受承

（法第 条の５
自己啓発等休業
その成果によっ
特に資すること
己啓発等休業条
ては、延長され
けたこと。

啓
処
等休業
を除く
発
分

の期間中の行為
。）又はこれに

己
）
動
率
日
た
者
己
の

１
例
当
見
第

に規定
２条に
自己啓
まれる
条の規

項
第
該
込
７

自 啓発等己

する自己啓発等
規定する大学等課
発等休業の期間の
ものとして当該自
定により自己啓発
休業の期間の初日

原
ず
として
処分を

因
る

法第 条の規定に
受けていないこと

条
て
が
例
た

第

を
準

業
の
了
啓
休

いう。
修又は
におい
等休業
の期間

を
履
後
発
業

前 ）まで日

以下同
国際貢
て公務
の期間
が延長
に、任

る 戒処分懲 （懲戒

休
程
終
己
等
の

よ
。

るも

るこ

のであ

と。

退
関す

職手当
る条例
平成

の
施
年

基
行
３

北海道規則第

きは、当該指定公的医療ると

礎在職期間等に関
規則の一部を改正
月 日

する規
する規

則及
則を

号

の長のその事実を証明する機関

び北海道職員等の大
ここに公布する。

北海

学院派

道知事

遣研

高

を添付す書類

修費用の償還に

橋 はるみ

自
条第
５号
ての
間中
りで
ア
る

啓
項
び
き

等休業
（第４号
６号を
いた在

発

第
続
退 したも職
い。

の期間の末日の
及び第５号を除
除く。）及び第
職期間に含むも
のではないこと

勤
の
（条例第
含む。を

４条第２項に規
）をいう。以下

己
５
及
引
に
な
通
も

日
。
項
と

ら起算
及び第
びに第
れる期

か
）
並
さ

た し、次だ

した職員としての
６項、第７条の４
７条の５第１項の
間を含む。）が５
のいずれかに該当

す
じ
通勤（
）によ

る
。

他の法令の規定に
る負傷若しくは病

翌
く
７
の
。

定
同

職
１
定
に

間（条
、第３
より職
するま

期
項
に
達

る 合は、場

例第７
項（第
員とし
での期
この限

り 勤とみ
下「傷

通
（以

なされ
病」と

在
第
規
年
す

よ
気

退職
還に

第１

の

（退職手
条 退
ように

手
関
当
す
当
職
改

の
手
正

の基礎在職期間等
る条例施行規則の

に関す
一部を

基礎在職期間等に
当の基礎在職期間
する。

関する
等に関

る規
改正
規則
する

則及び北海道職員等
する規則

の大学

の一部改正）
規則（平成 年北海道規則

院派

第

遣研修費用の償

号）の一部を次

い
の
傷
イ
に

。
病
又
海

若しく
しくは
死亡を
職員等

）
若
は
道
り 職した退

は死亡により退
死亡（他の法令
含む。）により
の定年等に関す
場合（同条例第

う
傷
病
北
よ

し
規
職
条

場合又
により
た場合
（昭和

た
定
し
例

条 １項の第

は条例第５条第１
公務とみなされる

年北海道条例第
期限又は同条第２

職
の
退
る
４

に
務

号

定する
係る業

第２条

規
に

）
の 定によ規

公務上
務上の

の規定
り延長

項
業

項
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さ
に
ウ
エ

れ
よ
任
条

た
り
期
例

限の到来により退職し
職した場合
定めて採用された職員
７条の４第５項若しく

た場

が、
は第

期
退
を
第

を含む。）又はこれに準

該任期が満了したことに
項、第７条の５第４項、

ずる

より
第８

合

当
６

の法令の規定

職した場合
第３項又は第

他

退
条

称名

使

１台１時間以内の

使用に係る使用料

用 料

１時間を超える使
用のときのその超
える１時間ごとの

２ 前項
条
第
の
３

法第
項に
上の
職員
に該

規定
傷病
等
当
の
し

法第

定に該当して退職した
の職員としての在職期

場合
間に

第２項の規定による休職の

規
号
条
する公務上の傷病（他の
を含む。）により法第
分限に関する条例（昭和
て休職にされた場合にお

法令
条第
年
ける

条の規定による停職の期間

、次に掲げる期間を含まない
間（通勤による傷病若しくは
は
期
の
２
規定により公務とみなさ
項第１号に掲げる事由に
北
当
海道条例第 号）第１条
該休職の期間を除く。）

れる
該当
の２

のとする。
例第５条第１
も
条
業務に係る業務
し、又は北海道
に規定する事由

１
２
３

粉
加
プ

４
５
６
７

平
高
マ

砕機
熱炉
ラスチック射出成形機
面研削盤
周波溶解炉
シニングセンター
ルータマシン

円
円
円
円
円
円
円

使用料

円
円
円
円
円
円
円

法
務を
育
自
前

（北海道
第２条 北

第
と
児
己

る
休
啓
各号
職
海
員
道

規則第 号

条の２第１項ただし書に
ことを要しなかった期間
業をした期間
発等休業をした期間
の期間に準ずる期間
等の大学院派遣研修費用
職員等の大学院派遣研修

規定

の償
費用

）の一部を次のように改正する

する事由又はこれに準ずる

還
の
に関する条例施行規則の
償還に関する条例施行規

事由

一部
則

。

により現実に職

（
改正）
平成 年北海道

８

９

焼

加
サ
か

ス

成窯
窯業用小型
窯業用中型
圧式混練機
ンドブラスト
くはん器
プレス成形機

プレードライヤー

円
円
円
円
円
円
円

円
円
円
円
円
円
円

第８条
附

この規則

北海
こに公
平

道
布
成

立
す

第
則

は

１

、

工業
る。
年３

項中「第３条第３項第１

平成 年４月１日から施

試験場設備使用及び

月 日

依頼

号」

行す

試験

を

る

「第３条第３項第２号」

。

分析等に関する規則の一部

に改

を改

北海道知事 高

める。

正する規則を

橋 はるみ

こ

カ
押

超
２
複

光

レントジェット
出造粒機
引抜成形試験機

高温電気炉
液混合吐出機
合材料切断機
粉砕機

造形システム

円
円
円
円
円
円
円
円

円
円
円
円
円
円
円
円

北海
号）の

道
一

別表
別表第

１

第
１

加

立
部
１

工

工
を
及
（第
及

業
次
び
７
び

北海道規

北
則

海
第

道立
試験場設備使
のように改正
別表第２を次
条関係）
工作機械

号

工業試験場設
用及び
する。

依

のように

頼

改

試験

める

備使用及び依頼
分析等に関する

。

試験分析等に関
規則（昭和 年
する規則の一部

北海道規則第
を改正する規則

ア
ワ
真
加
そ

トマイザー粉砕機
イヤーカット放電加工機
空注型装置
熱プレス
の他の加工及び工作機械

円
円
円
円

円以上 円
以下

円
円
円
円

円以下
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２ 試験及び

名

測定機器

称

使 用

１
１台１時間以内の 用

え使用に係る使用料

時
の
る

料

間を超える使
ときのその超
１時間ごとの

着
高
ビ
画
構

氷力測定装置
速ビデオシステム
デオ
処
造解

マイクロイメージ解析シス
理用照明評価装置
析システム

円
円

テム 円
円
円

円
円
円
円
円

１ 熱
２ 万
３ 万
４ 衝
５ 硬

老化
能材
能材
撃試
さ計

６ 粗
７ 超

さ計
音波

試験機
料試験機（金属材料）
料試験機（プラスチック・
験機

ゴム

厚み計

使

円
円

） 円
円
円

用

円
円

料

円
円
円
円
円
円
円

低
熱
雑
機
電
ネ
フ
試験
雷

温実
画
音総
構シ

験室
装置
合評価試験機
ミュレーションシステム

子機器用衝撃試験装置
ット
ァー
器
サー

ワークスペクトラムアナラ
スト・トランジェント／バ

ジ許容度試験器

円
円
円
円
円

イザ
ース
ー 円
ト 円

円

円
円
円
円
円
円
円

円８ ３
９ 万

テ
オ
原
万

次元
能投
ーバ
ルゼ
子吸
能測
塩
色
水噴
差計
型回

測定機
影器
ー摩耗試験機
ン摩耗試験機
光光度計
長機
霧試験機

転粘度計

円
円
円
円
円
円
円
円
円

円
円
円
円
円
円
円
円

電
減
繰
微
高
キ
混
押

源周
衰振
り返

波数磁界試験設備
動波許容度試験器
し曲げ疲労試験機

小段
温用
差計

テスター
ュラ
練特
出成

ストメーター
性試験機
形ユニット

円
円
円
円
円
円
円
円

円
円
円
円
円
円
円
円

示

示
熱

差熱

差熱
変位

走査熱量計

重量同時測定装置
測定装置

円
（冷却装置を使用
する場合にあって す
は、 円） は

円
円

（冷
る
、

（冷却装置を使用
する場合にあって す
は、 円） は

（冷
る
、

円
却装置を使用
場合にあって
円）

円
円

却装置を使用
場合にあって
円）

小
放
電
高
動
デ
テ
負

型電
射イ
波特

波暗室
ミニュティ測定システム
性測定装置

速メ
ひず
ディア試作装置
み計測・解析器

ジタ
レメ
荷装

ルデータレコーダー
ーター
置

円
円
円
円
円
円
円
円

円
円
円
円
円
円
円
円

土
大
粒
接

砂摩
越摩
度分
触角

耗試験機
耗試験機
布測定機
測定装置

円
円
円
円

円
円
円
円

燃
発
接
表

ベ
焼分
熱量
合強

ース計測器
析システム
測定装置
度試験機

面ぬれ性試験機

円
円
円
円
円

円
円
円
円
円
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自

上

動蒸
使用
連続
使用

気吸着量測定装置
日数が１日及び使用日数が
する場合の初日
日数が２日以上連続する場

２日

合の

以 円

２ 円

円

円

振
吸
人
全

動式粘度計
音率測定装置
間中心設計支援装置
有機体炭素計

円
円
円
円

円
円
円
円

日
サ
目か
イズ
真
ガ
空定
スク

普
磁
磁

通騒
束密
束測
把持力

ら
排除クロマトグラフ
温恒温器
ロマトグラフ質量分析装置

音計
度測定器
定器
分布測定装置

円
円
円

円
円
円
円

円
円
円

円
円
円
円

電
レ
ス
２
電
強
真
直

源品質アナライザ
ーザー顕微鏡
モークマシーン
軸押出機
子線プローブ分析装置
度耐久性試験機
空凍結乾燥機
流電源

円
円
円
円
円
円
円
円

円
円
円
円
円
円
円
円

バ
筋
非
振
振
比
音

イオ
骨格
接触
動試
動計
熱測
声・
光スペ

メカニクス測定装置
モデル作成装置
型３次元測定システム
験装置
測システム
定装置
音響分析システム
クトラムアナライザーシステム

円
円
円
円
円
円
円
円

円
円
円
円
円
円
円
円

固
子負
露
恒
そ

３ 検査

体高分子型燃料電池評価シ
荷装置及び周波数測定装置
点温度変換器（露点計）
温恒湿器

ステ
）

の他の試験及び測定機器

器機

ム（電 円

円
円

円以上 円
以下

使 用

円

円
円

円以下

料デ

上

日
監

上

ータ
使用
連続
使用
目か
視カ
使用
連続
使用

ロガー
日数が１日及び使用日
する場合の初日
日数が２日以上連続す
ら
メラシステム
日数が１日及び使用日
する場合の初日

数が

る場

数が

２日

合の

２日

日数が２日以上連続する場合の

以 円

２ 円

以 円

２ 円

円

円

円

円

１ 超
２ 磁
３
４ 金

称

波
探
透
顕

探傷器
傷器
過装置
微鏡

名

音
気
線
属

１台１時間以内の

使用に係る使用料

円
円
円
円

時間を超える使
の
る
用

ときのその超
１時間ごとの
料

円
円
円
円

１
用
え
使

日
電

上

日
超

目か
子冷
使用
連続
使用
目か
臨界

ら
却式サーモグラフィ
日数が１日及び使用日
する場合の初日
日数が２日以上連続す
ら
反応実験装置

数が

る場

２日

合の

以 円

２ 円

円

円

円

円

５ 恒

上

日
６ 走
７ 万

装置
用日数が１日及び使用日数が
続
用
か
型
測

する場合の初日
日数が２日以上連続する場
ら
電子顕微鏡
定顕微鏡

温
使
連
使
目
査
能

日以 円

の２ 円

円
円

２

合

円

円

円
円
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８
９ 蛍

線回
光
線透
フ
吸
ーリ
光光

装置
分析装置
画 解析装置
赤外分光光度計
計

折
線
視
エ
度

円
円
円
円
円

円
円
円
円
円

備考
当
使
該

別表第

１
２

試験

用時
時間

が１時間未満
ついては、１
間
に

であると
時間とし

（第７条関係）

き又
て計

以下

使用時間に１時
するものとする

は
算

間未満
。

の端数 あるときは、が

超

オ
電

上

音波
線光
ージ
子機
使用
連続
使用
日目か
元素分

査映 装置
子分光分析装置
電子分光分析装置
用低温恒温恒湿器
数が１日及び使用日数が
る場合の初日
数が２日以上連続する場

２日

合の

装置

探
電
ェ
器
日
す
日
ら
析

円
円
円

円

円

以

２

円
円
円

円

円

理１

ア

名

化学試験
強度試験

称

合成樹脂
曲げ試験
曲げ試験
低温曲げ試験
高温曲げ試験

手 数

１件ごとに
同
同

料

円
円
円

ア

イ

炭素
酸素
使
以上
使
る場

水素、窒素又は硫黄

日数が１日及び使用日数
続する場合の初日
日数が２日以上連続して
の２日目から
光分光分析装置
量分析装置

が２

使用

、

用
連
用
合
発
質

円

円

円

円
円

日

す

円

円

円

円
円

衝撃試験
引張試験
引張試験
低温引張試験
高温引張試験
圧縮試験
圧縮試験
低温圧縮試験

同

同
同
同

同
同

円

円
円
円

円
円

そ

４ その

の他

他

名

の

検査機器

械器具

称

機

の 円以上 円
以下

使 用

１
１台１時間以内の 用

時
の
え使用に係る使用料
使
る
用

以下

料

を超える使
きのその超
時間ごとの

円

間
と
１
料

高温圧縮試験
摩耗試験
試験片製作料
試験片製作料
試験片製作料
硬さ試験
偏平試験
引裂試験

（打抜
（切削

き）
器使

同
同

５片まで１
用） 同

１件ごとに
同
同

件ごとに

円
円

円
円
円
円
円

１ ノ
２ 遠
３ 放
４ 多

イズ
心分
電プ
目的

５ その他

ェネレーター
機
ズマ焼結機
結炉

ジ
離
ラ
焼
機械器具の

円
円
円
円

円以上 円

円
円
円
円

以下円

イ

サ 塗膜密着試験
シ その他の強度試験
金属材料

密着試験

引張試験

同
１件ごとに

同

円以

１件ごとに

円
上 円以下

円

円
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験
げ試験
ん断試
縮試験
撃試験

曲
せ
圧
衝

同
同
同
同

円
円
円
円

ア

その他の強度試験
物性試験
合成樹脂
耐熱試験

１件ごとに

１件１日ごと

円以

に

上 円以下

円

サ

さ試験
の硬さ試験

験

験

折試験
さ試験
微小硬
その他
壊試験
べり試
平試験
荷重試

抗
硬

破
す
偏
耐

同

同
同
同
同
同
同

円

円
円
円
円
円
円

熱変形試験
耐薬品性試験
促進耐候試験
比重測定
老化試験

同
１件１日１薬
１件１日ごと
１件ごとに

品ごと
に

１件につき試験日
にあっては
以上のものにあっ

数
円
て

を超える試験日数
得た額を加算した

に
額

円
に 円

円
円

が
、
は

４
試
日以内のもの
験日数が５日
円に４日

円を乗じて

ウ

ス

セ

木

シ

試験
強度試験

引張試験
験

さ分布試験
高硬さ
の他の
材料
げ試験
縮又は
着力試
抜試験

最
そ
工
曲
圧
接
引

硬

件ごとに 円以

片まで１件ごとに

上

同
同
１

５
同
同
同

円
下

円
円
円
円

円

円以

サ

シ

粘度測定
温度測定
光沢度測定
付着性試験
塗膜厚さ測定
ぜい化試験

ス 燃焼性試験
セ 電子顕微鏡観察試験

１件ごとに
同
同
同
同
同
同
１視野１件ごとに

円
円
円
円
円
円
円
円

エ 窯

かき試験
試験
度試験
度試験（耐久性試
強度試験
又は製品

験）

ん断試験
筆引っ
具強度
具強
具強
の他の
の材料
圧試験

鉛

そ
業
耐

せ

件１項目ごとに

件ごとに 円以

件ごとに

上

１件ごとに
同

１
同
１

１

円

円
円
下

円

円

円以

ソ

タ

チ

ツ

テ

ト

寸法測定
測色試験
ピンホール試験
透湿性試験
吸水率測定
すべり抵抗試験

ナ 着氷力試験

１視野増すごとに
１件ごとに
同
同
同
同
同
同

円
円
円
円
円
円
円
円

オ そ
強度試験
料又は製品の強度試験

げ試験
耗試験
撃試験
縮試験
の他の
他の材

摩
衝
圧
そ
の

曲

衝撃試験

件ごとに 円以上

同
同
同
同
１

１件ごとに

円
円
円
下

円

円以

円

ニ

ヌ

ネ

ノ

ハ

ヒ

フ

透水試験
塗膜透水試験
摩擦係数測定
試料調整
接触角測定
反発係数測定
その他の物性試験

同
同
同
同
同
同
１件ごとに 円以上

円
円
円
円
円
円

円以下
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イ 金 料
鏡組織試験

ロ組織試験
精度測定

属材
顕微

マク
寸法

１視野１件ごとに
１視野増すごとに
１件ごとに

円
円
円 サ

熱変位測定
導率試験
度測定
置換容量

低温
熱伝
白色
塩基

シ 試験吸着

同
同
同
同
同

円
円
円
円
円

度 ミリメートル以
度 ミリメートル以
度 ミリメートル未
噴霧試験

き厚さ測定

上
上
満

精
精
精
塩水

めっ

同
同
同
１件につき試験日数が
っては 円、試験
のものにあっては
える試験日数に
額を加算した額
１件ごとに

１
日

円を

円
円
円

ものにあ
２日以上
１日を超
じて得た

円

日の
数が
円に
乗

オ

ス 細孔分布測定
セ

ソ

比表面積
粒度分布測定

タ

チ

ツ

そ

比熱
吸音率測定
その他の物性試験
の他の材料又は製品
比重測定

同
同
同
同
同
１件ごとに

１件ごとに

円以

円
円
円

上

円
円

円以下

円

試験
元寸法精度測定
測定
減量試験

他の物性試験

水圧
３次
粗さ
腐食

その

同
同
同
１件につき試験日数が
っては 円、試験
のものにあっては、
超える試験日数に
た額を加算した額
１件ごとに 円以

１
日

上

数

円

円
円
円

ものにあ
２日以上
に１日を
乗じて得

円以下

日の
が
円
を

２ 応

測定
濁度及び色相
電気伝導率
熱伝導率測定
埋設融雪機の騒音試験
凍結防止剤の腐食
不凍液の金属腐食
その他の物性試験

試験
性試験

用試験

同
同
同
同
同
同
同
１件ごとに 円以

円
円
円
円
円
円
円

上 円以下

ウ

エ

木

土

料
率測定
試験
離試験
他の物性試験
窯業の原料又は製品
試験
度試験

工材
含水
浸漬
はく
その
石、
粒度
耐火

１件ごとに
同
５片まで１件ごとに
１件ごとに 円以

粒度５種類まで１件ご
１件ごとに

上

と

円
円
円

円以下

円
円

に

ア
イ

小型燃焼機器の燃焼効
小型融雪機の融雪効
小型燃焼器の燃焼性
固体燃料用ストー

率測
率試
能試
ブ

定
験
験

液体燃料用ストー
凍結融解試験
風量測定試験

ブ

試

燃焼性能試験

験
１件ごとに

同
同
同
同
同

円

円
円
円
円
円率試験

走査熱量測定
示差走査熱量測定
熱・熱重量測定
位測定

吸水
示差
低温
示差
熱変

同
同
同
同
同

円
円
円
円
円

ヒートポンプの性能試
温水パネルの放熱量試
温水コイルの気密性及
温水開閉弁の温水閉止

験
験
び耐
性能
圧
試

電熱ヒーターの低温下におけ

性
験
る

同
同

試験 同
同

昇温試 １設定室温１件ごと

円
円
円
円

に 円
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験
放熱
超音
耐高

面温度分布試験の表
探傷試験
器
波
周波妨害試験

１設定室温増すごと
１件ごとに

に

同
同

円
円
円
円

４ 設計

１ 設

は図案調整

又は図案調整

称

又

名

計

手 数

１件ごとに 円

料

上以

２ 研

電
そ

究
実

３ 分
費
析

放熱
熱
の

又は
を基

名

ーの電力測定
用試験

して場長の定める額

の水
ータ
の応

査
と

頭圧損失試験

称

器
ヒ
他

調
準

同
１件ごとに

同

手 数

円
円以上

円

料

２ 文

附

この
この
以後の
施行

規
規
北
日

１
２

３
ては、な

複写

は、平成 年４月１
の施行の日（以下
道立工業試験場の設
に申込みがされてい

日から
「施行日
備の使
る試験

従前の例による。

献

則

則
則
海
前
お

４ページまで

行する。
という。）前に使用の
に係る使用料について
分析、設計及び図案調

ごとに

申込み
は、な
整に係

施
」
用
、

円

されている施行日
従前の例による。
手数料の額につい

が
お
る

２ 特殊
赤
微
電
蛍

１ 普通分
分
外
小
子
光
線

析
回折
部分析
析

光分
線
微小
線分
折

析
析
分
部
線

回

１件ごとに
同
同
同
同

１件１成分ごとに

同

円
円
円
円
円

円

円

北海道立
平成

北海道規則

北海
北海道立
正する。
別表第１

工
年
業技術センター管理規則の
３月 日

第 号

道
工

及

立工業技術センター管理規
業技術センター管理規則（

び別表第２を次のように改

一部を改正する規則をここに公

北海道知事

則の
昭和

める

一部を改正する規則
年北海道規則第 号）の

。

布す

高

る。

橋 はるみ

一部を次のように改

ひ
水
ヘ
純

溶

シア
素
銀
キ
石

出
ゲル

レン

出物質

分析（定性分析）
作

はセ

ン抽
ん分
質量
験操
率

ン
又

サ
け

試
分

同
同
同
同
同
同

同

同

円
円
円
円
円
円

円

円

別表第１

１ 試験、

パルス
デジタ

（第
研
３条関係）
究又は分析のための機器を

名

・フ
ルマ

称

ァンクションジェネレータ
ルチメーター

使用する場合

１台１時間以内の

ー

使用に係る使用料

円
円

１時間を超える使
用
え
使

のときのその超
る
用
１時間ごとの
料

円
円

酸
ガ
全
そ

３ 分析

炭素
素
ス
有
の
試

トグラフ質量分析
素（ ）
殊分析
料

水素、窒素又は硫黄

ロマ
体炭
の特
調整

、

ク
機
他
料

同
同
同
１件ごとに 円以
１件ごとに

同

上

円
円
円

以下
円

円

円

マ
プラズ
低温恒
冷熱衝
小型万
動ひず

人工知
イク
マ焼
ロマシン試作システム
結機

温恒湿器
撃試
能デ
み測

験機
ジタル測定器
定器

能構築ツール
円
円
円
円
円
円

円
円
円
円
円
円
円

円
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データレコ
電磁オ
ペンオ
雑音許
静電気

シロ
シロ
容度
許容

ーダー
グラフ
グラフ
試験機
度試験機

円
円
円
円
円

円
円
円
円
円

表面粗
万能投
測定顕
顕微鏡
光マイ

さ・
影機
微鏡

輪郭形状測定機

測定
クロ
データ処理装置
測定機

円
円
円
円
円

円
円
円
円
円

信頼性
直流校
スペク
色彩色

評価
正装
トラ
差計

エレク
画 処
ピクチ
精密測

トロ
理カ
ャー
定用

システム
置
ム・アナライザー

ニックカウンター
ラー化対応装置
コンバーター
電源

円
円
円
円
円
円
円
円

円
円
円
円
円
円
円
円

膜厚計
オート
歯車検
３次元
３次元
大型３
石定盤
流速測

コリ
査機
測定
測定
次元

メーター

機
支援装置
測定機

定装置

円
円
円
円
円
円
円
円

円
円
円
円
円
円
円
円

オシロ
インサ
非接触
カラー

スコ
ーキ
変位
カメ

高感度
回転比
多点温
赤外線
燃焼排

カメ
計
度測
熱画
ガス

ープ
ットエミュレータ─
計
ラ
ラ

定装置
装置
分析システム

円
円
円
円
円
円
円
円
円

円
円
円
円
円
円
円
円
円

万能金
バーコ
ロック
ブリネ
タッピ
シャル
西
大
表

原式
越式
面性

属材料試験機
ル硬
ウェ
ル硬
ング
ピー

さ計
ル硬度計
さ試験機
式はく離検出装置
衝撃試験機

金属摩耗試験機
迅速摩耗試験機
試験機

円
円
円
円
円
円
円
円
円

円
円
円
円
円
円
円
円
円

軟 線
超音波
アイマ

映
探査
ーク

構造解
機構解
流体解
ハイス
運動解

析装
析装
析装
ピー
析支

装置
映 装置
レコーダー
置
置
置
ドビデオ
援装置

円
円
円
円
円
円
円
円

円
円
円
円
円
円
円
円

テ
表
油
サ
加

ーバ
面形
圧サ
ンシ
速度
加
振
腐

速度
動試
食試

ー摩耗試験機
状測定器
ーボ疲労試験機
ャインウェザーメーター
測定装置
データ処理装置
験機
験装置

円
円
円
円
円
円
円
円

円
円
円
円
円
円
円
円

３次元
３次元
プリン
試験片

ト基
作製

真円度測定

装置
システム
板作製装置
機
機

円
円
円
円
円

円
円
円
円
円

試
放
微
試
粉

料埋
射温
小硬
験用
体用

込プレス
度計
度計
加硫プレス
真空ポンプ

円
円
円
円
円

円
円
円
円
円
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レー
遠心
ザ
沈
ー回
降式

粉体
全自動分極

物性測

度分布測定装置
布測定装置

折式粒
粒度分

定装置
置測定装

円
円

円
円

円
円

円
円

凍結乾
プレー
熱風乾
遠赤外

燥器
ト式凍結真空乾燥機
燥機
線乾燥試験装置

円
円
円
円

円
円
円
円

電磁
密度
核磁
卓上
ホモ

導電
気
測
気
多
ジ

特性
定装
共鳴
本架
ナイ

率測定

エバ
細菌検査用
ポレー

置
装置
測定装
置
装置
遠心機
ザー

ター
ナイザーホモジ

円
円
円
円
円

円

円
円

円
円
円
円
円

円

円
円

赤外線
スプレ
低温灰
小型滅
高圧滅
マッフ
振とう
細胞操

水分計
ードライヤー
化装置
菌器
菌器
ル炉
培養器
作装置（遺伝子増幅装置）

円
円
円
円
円
円
円
円

円
円
円
円
円
円
円
円

恒温
脂肪
恒温
水分
水分
コロ

マグ
水
抽
振
活
活
ニ

槽
出器
とう
性測
性測
ーカ

ネチッ

乾熱滅菌器

（露点測定方式）
ー

クスターラー

機
定装置
定装置
ウンタ

円
円
円
円
円
円

円

円

円
円
円
円
円
円
円

細胞操
細胞操
細胞操
細胞操
細胞操
細胞操

ジャー

作装置（遺伝子導入装
作装置（マイクロプレ
作装置（細胞融合装置
作装置（炭酸ガスイン
作装置（グロースキャ

置）
ートリー
）
キュベー
ビネット

作装置（落射蛍光装置
シーケンサー
ファメンター（大型）

）

ダー）

ター）
）

円
円
円
円
円
円
円
円

円
円
円
円
円
円
円
円

超音
粉砕
粉砕
超遠
遊星
真空

超音
波
機
機
心
型
ポ

ピペ
（振
（回
粉砕
ボー
ンプ

波洗浄

生物顕微鏡

浄機

システム

機
ット洗
動型）
転型）
機
ルミル

円
円
円
円
円
円

円

円

円
円
円
円
円
円

円

円

ジャー
レトル
高温高
高温高
高速遠
底部排
メ
メ

ファメンター（小型）
ト試験装置
圧調理殺菌試験機
圧調理殺菌装置（シャ
心分離機

ワー式）

出型遠心分離機
ータ
ータ
ー
ー

円
円
円
円
円
円
円
円

円
円
円
円
円
円
円
円

超低
冷蔵
恒温
電気
電気
真空

ミク
温
庫
器
乾
乾
乾

冷凍

燥器
燥器
燥器

ロトー

内容積 リットル
内容積 リット

ム
庫

（有効
（有効

）
ル）

円
円
円
円
円
円

円
円
円
円
円
円
円

円 電子天
アミノ
カルボ
有機炭
糖分析
ケルダ
クリー

びん
酸自動分析計
ン酸
素分
計
ール
プメ

分析計
析計

たんぱく質分析装
ーター

置

円
円
円
円
円
円
円

円
円
円
円
円
円
円
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バッチ式平
薄層流
乳化か
圧力真
スライ

式平
くは
空斜
サー

膜テスト装置
膜テスト装置
ん器
軸ニーダー

円
円
円
円
円

円
円
円
円
円

分光
レオ
動的

測
メ
粘

電気
全自
泳
動

色計
ータ
弾性
ー
測定装置

動装
電気
置
泳動装置

円
円
円
円
円

円
円
円
円
円

フード
バーチ
製菓・
伸展機

カッ
カル
製パ

スキン
いかこ
いか脱
電化焼

ナー
がね
皮機
機

ター
ミキサー
ン用ミキサー

裂き機

円
円
円
円
円
円
円
円

円
円
円
円
円
円
円
円

小型
精密
蛍光
微小
真空
拡大

衝
万

走
蒸
用

イオ
万能
ン
金

撃試
能試
線分
査

験機
験機
析装
線分

着装
ビデ
置
オカ

置
析装置

メラ
コー
属顕
ター
微鏡

円
円
円
円
円
円
円
円

円
円
円
円
円
円
円
円

スタッ
ミート
ホーム
小型真

ハー
チョ
シー
空包

自動真
遠心濃
遠心式
微量高
超遠心

空ガ
縮機
薄膜
速冷
分離

ッパー
マー
装器
ス包装機

真空蒸発装置
却遠心機
機

円
円
円
円
円
円
円
円
円

円

円
円
円
円
円
円
円

走査
偏光
顕微
分光
金属
線
オー

型
顕
鏡
蛍
中
回
ジ

熱分析

電子
微鏡
デジ
光光

顕微

タル
度計

炭素
折装
硫黄
置

鏡（電界放射型）

カメラ装置

分析装置

ェ電子分光分析装置
質量
装置
分析装置

円
円
円
円
円
円
円
円
円

円
円
円
円
円
円
円
円
円

フラク
マイク
高速液

ショ
ロマ
体ク

ガスク
ガスク
イオン
光イオ
質量分

ロマ
ロマ
クロ
ン化
析解

ンコレクター
ニピュレーター
ロマトグラフ
トグラフ
トグラフ質量分析計
マトグラフ
４重極型質量分析計
析システム

円
円
円
円
円
円
円
円

円
円
円
円
円
円
円
円

安全
形削
平面
施盤
自動
精密

キ
盤
研

式
切

エア
トレ
ー
ー

ャビ

削盤

ネッ

のこ盤

ト

断機
プラ
サー
ズマ切断機

円
円
円
円
円
円
円
円

円
円
円
円
円
円
円
円

紫外可
赤外分
近赤外
フーリ

視分
光光
分光
エ変

測色色差計

光光度計
度計
蛍光光度計
換赤外分光光度計

円
円
円
円
円

円
円
円
円
円

グロ
板金
スポ

ー
加
ッ

ビ
卓
ーズ
上フ

ブボ
工用
ト溶

ック
セッ
接機

ス
トプレス

ブラスト
ライス盤

円
円
円
円
円

円
円
円
円
円

北 海 道 公 報 号外第 号平成 年３月 日（月曜日）



パイプねじ
雰
プ
脱

囲気制御
ログ
脂用
ラマ
加熱

切り機
複合材料作製装置
ブル電気炉
炉

円
円
円
円

円
円
円
円

薄膜測
騒音
変位
高回

測
測
転

定
定
定
数測定

同
同
同
同

円
円
円
円

浸
マ
写
光
真

透圧
イク
真作
造形
空注

計
ロプ
成装
シス
型シ

電
そ
波暗室
の他の機

レートウォッシャー
置
テム
ステム

器

円
円
円
円
円
円

円以上
円以下の範囲内で 内で

円
円
円
円
円
円

円以下の範囲
知事の定める

多目
赤外
構造
一般
一般

的
線
解
強
強

実体
動的
微小

強
粘
硬

物理量測定
熱画
析
度試
度試

測定

験（１件１片）
験（１件２片以上５片以

度試
弾性
さ試

験
測定
験

内

同

）

同
１件１日につき
１件ごとに
同
同
同
同

円
円
円
円
円
円
円
円

２

会

会

議室

議室又

名

研修室

備考
当該

使用時
時間に

は研修室を使用する場合

称

間が１時間未満であ
ついては、１時間と

ると
して
き又
計算

知事の定める額

１ 時 間 ご と

額

の

満の端数は使用時間に１時間未
するものとする。

使 用 料

円
円

があるときは、

その
硬度
タッ
衝撃
転が

他
分
ピ
試
り

滑り
摩擦
疲労

摩
摩
試

の硬
布試
さ試験
験

ング
験
摩耗

式はく離検出試験

試験
耗試
耗試
験

験
験

同
同
同
同
同
同
同
同

円
円
円
円
円
円
円
円

別表第２

１ 試験
（第
を
５
依

区

位測微小変
測定
定
測定
さ測

平行度
形状測
真円度
表面粗

条関係）
頼する場

定

合

分

定

手

１件ご

数

とに
同
同
同
同

料

円
円
円
円
円

顕微

走査

走査

鏡

型

型

偏光
写真
顕
作

組織観察

電子

電子

顕微鏡観察

顕微鏡観察（電界放射型

微鏡
成
観察

）

１視野１件ごとに
１視野増すごとに
１視野１件ごとに
１視野増すごとに
１視野１件ごとに
１視野増すごとに
１件ごとに
同

円
円
円
円
円
円
円
円

測定
測定

顕微鏡
顕微鏡
３次元
３次元
投影測

測定
自由
定

膜厚測定

データ処理

曲面評価

同
同
同
１断面
１件ご

ごとに
とに

同

円
円
円
円
円
円

拡大
超音
軟
耐候
振動
ふる

ビ
波
線
性
試
い

粉体物

デオ
映
撮影
試験

映
試験
験
分け

観察

試験
性測定

同
同
同
同
同
同
同

円
円
円
円
円
円
円
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レーザー回
遠心沈降式
めっき付着
分極測定試
線回折

折式
粒度
量測
験

粒度分布測定
分布測定
定

同
同
同
同
同

円
円
円
円
円

ガスク
定
食
水
脂

性元
品成
分分
質分

ロマトグラフ質量分析
素分析
分簡易分析
析
析

同
同
同
同
同

円
円
円
円
円

腐食試験
比重測定
密度測定
周波数分布
電磁気特性
熱衝撃試験
恒温恒湿試
測色色差試

状況
測定

験
験

測定

同
同
同
同
同
同
同
同

円
円
円
円
円
円
円
円

た
た
窒
繊

んぱ
んぱ
素・
維分
食
灰
食
ブ

物繊
分分
品重
ドウ

く質分析
く質分析（電気泳動法）
たんぱく質定量分析
析
維分析
析
金属分析
糖分析

同
同
同
同
同
同
同
同

円
円
円
円
円
円
円
円

分光色彩測
雑音許容度
静電気許容

試験
色彩色差測
パルス・ジ
細菌数測定
水分活性測

測定

験

定
試験
度試

定
ッタ
（微
定

ー測定
生物検査）

同
１条件１件ごとに
同
同
１件ごとに
同
同
同
同

円
円
円
円
円
円
円
円
円

ア
塩
有
ビ
微

ミノ
酸水
機酸
タミ
量成
質
質
蛍
熱

量分
量分
光分
分析

酸分析
解アミノ酸分析
分析
ン類分析
分分析
析
析解析
光分析

同
同
同
同
同
同
同
同
同

円
円
円
円
円
円
円
円
円

浸透圧測定
その他の試

２ 分析を依

区

一
赤
般成分分
外分光分

験

頼する場合

析
析

分

同
１件ごとに 円以上
の範囲内で知事の定める

手 数

１件１成分ごとに
１件ごとに

円
円以下

額

料

円
円

材
オ

そ

料成
ージ

の他

３ 成
成
績
績
附

分分析
ェ電子分光分析
スペクトル分析
の分析

書謄本の交付を受けよう
書謄本 １通につき

と
円
す

則

同
同
同
１件ごとに 円以
の範囲内で知事の定

る場合

円
円
円

上 円以下
める額

近
フ
紫
ガ

赤外
ーリ
外可
スク

分光
エ変
視分
ロマ

液体クロマ

蛍光分析
換赤外分光分析
光分析
トグラフ分析
トグラフ分析

同
同
同
同
同

円
円
円
円
円

１ こ
２ こ
行日

の
の
以

る。

規
規
後

３ 施行日

則は、平成 年４月１日
則の施行の日（以下「施
の北海道立工業技術セン

か
行
タ

ら
日
ー

前に申込みがされている試験

施行する。
」という。）前に使用の承
の使用に係る使用料につい

認
て
の
は

及び分析に係る手数料の額につ

申請がされている施
、なお従前の例によ

いては、なお従前の
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例による。
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